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　右の表のとおり８／１
㈭から居住費（滞在費）
が変更となります。

★＝短期入所（ショートステイ）利用時の金額
 施設①  ＝特別養護老人ホーム（地域密着型特養を

   含む）・短期入所生活介護
 施設②  ＝介護老人保健施設・介護医療院・短期入

   所療養介護
※年金収入額には非課税年金（遺族年金・障害年
金）も含む。

※第２号被保険者の預貯金等の基準額は
1,000万円（夫婦は2,000万円）以下。

　右の表の各利用者負担段階に該当する方は、申請
により、介護保険負担限度額認定証が交付されま
す。この認定証を介護保険施設（短期入所を含む）
に提示すると、食費と居住費（滞在費）が軽減され
ます。今年度（８／１～来年７／31）の認定証を
希望する方は、８／30㈮までに申請してください。
申請には本人と配偶者の印鑑や預貯金通帳の写し等
が必要です。
 申請先  介護保険課（総合庁舎２階）、
各支所

　　　　　生活保護受給者または世帯全員と配偶者が市民税
非課税で、預貯金等が1,000万円（夫婦は2,000万円）以下
の老齢福祉年金受給者

　　　　　次のいずれにも該当する方　・世帯全員と配偶者
が市民税非課税　・預貯金等が650万円（夫婦は1,650万
円）以下　・本人の年金収入額＋その他の合計所得金額が年
額80万円以下

　　　　　　次のいずれにも該当する方　・世帯全員と配偶
者が市民税非課税　・預貯金等が550万円（夫婦は1,550万
円）以下　・本人の年金収入額＋その他の合計所得金額が年
額80万円超120万円以下

　　　　　　次のいずれにも該当する方　・世帯全員と配偶
者が市民税非課税　・預貯金等が500万円（夫婦は1,500万
円）以下　・本人の年金収入額＋その他の合計所得金額が年
額120万円超

介護119番（高齢者虐待通報・相談窓口）…… 25・9119

福祉 · 健康

北海道救急医療情報案内センター
0120・20・8699 25・0297
011・221・8699

一般電話からは
フリーダイヤル

午後10時～午前7時30分
携帯電話からは

夜間・休日の当番医は

夜間急病センターの場所・診療時間
市立旭川病院2階
（金星町1） 旭川市医師会

利用者負担段階・限度額（日額）

食費 居住費 施設① 施設②

食費 居住費 施設① 施設②

食費 居住費 施設① 施設②

食費 居住費 施設① 施設②

300円

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室
多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室
多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室
多床室

ユニット型個室
ユニット型個室的多床室
従来型個室
多床室

880円
550円
380円
0円

880円
550円
550円
0円

390円
（600円★）

880円
550円
480円
430円

880円
550円
550円
430円

650円
（1,000円★）

1,370円
1,370円
880円
430円

1,370円
1,370円
1,370円
430円

1,360円
（1,300円★）

1,370円
1,370円
880円
430円

1,370円
1,370円
1,370円
430円

介護保険負担限度額認定のお知らせ

居住費（滞在費）の
負担額が変わります負担額が変わります

介護保険負担限度額認定証の申請・交付

【詳細】介護保険課25・6485、市

第１段階

第２段階

第３段階❶

第３段階❷

https://asamed.jp/i/
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/160/163/d053287.html#6
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７月は愛の血液助け合い運動月間

助
成
対
象
区
分

ウィッグ

エピテーゼ

ウィッグ（装着用ネットを含む）
脱毛症状に対応するための帽子

胸部補整具 補整パッド、補整下着等

体の部位を補完する人工物

上記区分に該当する物品の購入日の翌日から
１年間

ウィッグ・胸部補整具・エピテーゼの
購入費用の一部を助成します
日時

申請方法

申請期限

助成金額

８／１㈭より受付開始
郵送・電子申請・持参のいずれか

※必要書類、申請書、対象者や助成金額等の
　詳細については市等でご確認ください。
【詳細】健康推進課25・6315

がん治療に伴う

　７月中旬に、65歳以上の方へ今年度の介護保険料納入
通知書を送付します。
介護保険課25・5356

　災害や失業、長期入院、その他特別な事情で保険料の納
付が困難な場合は、保険料の減免や支払猶予を申請するこ
とができます。
介護保険課（総合庁舎２階25・5356）

　７月末までに、新しい国民健康保険証（70～74歳の方
には国民健康保険証兼高齢受給者証）を送付します。
　８月からは、新しい保険証を使用してください。
国民健康保険課25・6247

　負担割合が３割の方で、収入金額が基準以下の方は、申
請により負担割合が変更になります。　
　該当する可能性がある方には、申請書を送付しています
ので、確認してください。なお、市で合計収入額を確認で
き、判定の結果が２割負担となる場合は申請不要です。
国民健康保険課25・6247

認知症を学びみんなで考える
７／27㈯10：00～11：30（受付９：30から）
ときわ市民ホール（５の４）
40人　
受講者にオレンジバッジ、
またはオレンジカードを配布　
右の申込フォームまたは
旭川市社会福祉協議会90・1449

　視覚・聴覚の両方の障害がある方を対象に派遣してい
る、「盲ろう者通訳・介助員」を養成する講習会の受講者
を募集します。
９／14㈯～10／27㈰の土・日曜日（全８回）
道民活動センタービル（札幌市中央区北２の西７）　
３人　4,000円程度（交通費・宿泊費別途）
７／31㈬までに障害福祉課25・6476

献血場所　北彩都あさひかわ献血ルーム（宮下通７　イオ
ンモール旭川駅前４階25・5660）
受付時間　10：00～13：00、14：00～18：00
保健総務課25・9815

新しい国民健康保険証を送付

70～74歳の国民健康保険被保険者へ

８／１㈭13：00～14：30　総合庁舎４階
アルコール依存や飲酒に関してお困りの方とその家族

８／７㈬13：30～15：00　
市民文化会館（７の９）　自死遺族の方
　

８／21㈬　総合庁舎４階
精神科・心療内科への通院歴がない方とその家族

②③事前に保健師の個別相談あり
②③健康推進課25・6364　
①健康推進課25・6364

心の健康に関する催し

①断酒会員による酒害相談

新規のみ予約制②旭川自死遺族わかちあいの会

予約不要

③精神科医師による
心の健康に関する相談 予約制

福祉・保険
７／16～31は介護保険料「普通徴収」の方の
第１期の納期です

介護保険料の減免と支払いの猶予

認知症サポーター養成講座

盲ろう者通訳・介助員養成講座の受講者を募集

健　康

区分ごとに購入費の１／３
（上限額20,000円）

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/148/d079700.html
https://docs.google.com/forms/d/1NhMt-FGA5AUNd7JftWC5658qDHG60owI0rbQxjd9dd0/edit
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　Ｏ157やＯ26等に感染すると激しい腹痛や下痢などの
症状が出るほか、重い合併症を引き起こす場合がありま
す。次のことに注意しましょう。
●調理前や食事前、排泄後、汚物の処理後などは、流水と
石けんで手を洗う　●肉類は75℃以上で１分以上加熱し、
中心部まで火を通す　●調理器具等の衛生管理を徹底する
※１日に何度も水様便等の症状がある場合は、早めに医師
　の診察を受けましょう。　保健予防課25・9848

申込み不要。持ち物や検診料等は問い合わせを。大腸が
ん検診は、当日会場で受付け。後日、便を提出
※旭川がん検診センター（末広東２の６53・7111）で
　も受診可。希望者は同センターに申込みを。
健康推進課25・6315

８／23㈮　豊岡地区センター（豊岡11の３）　
協会けんぽ等の他保険の家族（被扶養者）も利用可
実施日の１週間前までに旭川がん検診センター53・
7111　国民健康保険課25・9841、後期高齢者医療
健診は25・8536

食育スローガン
　「おいしいものをおいしく食べよう～食は生きる力」
　旭川は米をはじめとした農畜産物など、地場の新鮮な
「おいしいもの」に恵まれ、四季折々の旬の食材を楽しめ
ます。食べ物に感謝の気持ちを込めて、家族や
仲間と一緒においしく食べましょう。
健康推進課23・7816

　旭川歯科医師会が運営している旭川地域歯科医療連携室
では、寝たきり等で通院が困難な方の歯科治療や口腔ケア
に関する相談、訪問歯科診療の申込みを受け付けています。
　家族や介護サービス施設・事業所等の関係者、医療関係
者の皆さんなどからの相談に、歯科衛生士が対応します。
気軽に相談してください。
相談内容　歯の痛み、歯茎の腫れ、入れ歯が合わない、う
まく食べられない、うまく口腔ケアができない、食事介助
が難しい、食事に時間がかかるなど
何らかの事情で、歯科受診が困難な方など
相談電話　旭川地域歯科医療連携室73・3238
受付日時　月～金曜日（祝日・お盆・年末年始を除く）の
10：00～15：00
保健総務課25・6354

80歳以上（昭和19年４／１以前に生まれた方）で自分
の歯が20本以上ある方の中から、
特に歯が健康な方を表彰
８／２㈮までに、住所・氏名・
生年月日・電話番号を、はがきに
記入し、上川中部地域歯科保健推
進協議会（総合庁舎４階　健康推
進課内25・6315）

　「特定医療費（指定難病）」「特定疾患」「スモン」の
医療受給者証の有効期限が令和６年９／30㈪、同年12／
31㈫の方は、９／30㈪までに更新手続きが必要です。
保健予防課25・6237

市内に住む60歳以上の方
募集作品　絵画、書、工芸品、写真（出品は原則として今
年制作した作品。２部門まで可。ただし、１部門１人１
点。審査対象は１点に限る）
出品方法　11／26㈫10：00～15：00に、市民文化会館
展示室（７の９）へ持参
展示期間　11／29㈮～12／２㈪10：00～16：00、
12／３㈫９：00～12：00
展示場所　市民文化会館展示室　優秀作品には表彰あ
り。詳細は市で確認を　長寿社会課25・6457

内容　日時　会場　対象　定員　料金　講師　その他　申込　詳細　ホームページ　がない場合は料金・
申込不要（入館料が必要な場合あり）。抽選の記載がなければ先着順。に開始日の記載がないものは、既に受付けを開始しています

特定健診・後期高齢者医療健診とがん検診の
セット型健診

胃・肺・大腸がん巡回検診

８月・９月は「あさひかわ食育推進月間」

指定難病等医療受給者証の更新

 高齢者文化祭の作品を募集

はいせつ

腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ157等）にご注意を
オー

  実施日　　　  受付時間　　　　　　　　  会場
８／19㈪　 ９：00～10：00　さくらおか幼稚園（旭町１の16）
８／19㈪　 ９：00～10：00　第２豊岡団地集会所（豊岡５の１）
８／20㈫　 ９：00～10：00　大町小学校（大町１の１）
８／20㈫　 ９：00～10：00　愛宕小学校（豊岡８の６）
８／22㈭　 ９：00～10：00　愛宕共生町内会館（豊岡11の５）
８／22㈭　 ９：00～10：00　旭神みどり野会館（旭神２の４）
８／23㈮ ★ ９：00～11：00　豊岡地区センター（豊岡11の３）
８／24㈯　 ９：00～10：00　おぴった（宮前１の３）
８／26㈪　 ９：00～10：00　ニュー金の湯（南１の26）
８／30㈮　 ９：00～10：00　啓明地区センター（南５の25）
★印の日は国保特定健診・後期高齢者医療健診も受診可。事前に申
込みが必要

その他

8020高齢者の歯のコンクール

歯科受診が困難な方の口や歯に関する
電話相談を受け付けています

こうくう

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/194/199/p001776.html



